
 

 

理 由 書 

 

 本区域は、相模川河岸段丘上にある緑の軸を骨組みとして環境の質を保持し、都市の将来像である

「ひと・まちが輝き 未来へつなぐ」にふさわしい都市の実現を目指し、「“成長”と“成熟”の均

整のとれた都市づくり」、「安全・安心に暮らし続けることができる都市づくり」、「多様な主体と

のパートナーシップに基づく都市づくり」をテーマとして、都市づくりを目指しているものです。 

 本区域における以上のような都市の将来像について、令和２年に実施した都市計画基礎調査結果等

を踏まえ、都市の発展の動向、人口、産業の現状及び令和 17年を目標年次とした将来の見通し等を勘

案し、主要な土地利用、都市施設及び市街地開発事業についてのおおむねの配置、規模等を定め、一

体の都市として整備、開発及び保全を図るため、本案のとおり変更するものです。 


